
生駒市規則第３号 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和元年５月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則（平成２４年６月生駒市規則第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「５１０円」を「５２０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０

円」に、「４，２２０円」を「４，２９０円」に、「２，０６０円」を「２，０

９０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「９３０円」を「９４０円」に、

「１，６４０円」を「１，６８０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、「４

，０１０円」を「４，０９０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「１，３

４０円」を「１，３６０円」に改める。 

 別表第２中「５１０円」を「５２０円」に、「１，２３０円」を「１，２６０

円」に、「４，２２０円」を「４，２９０円」に、「１，４４０円」を「１，４

７０円」に、「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「２，０６０円」を「２

，０９０円」に、「６２０円」を「６３０円」に、「９３０円」を「９４０円」

に、「１，６４０円」を「１，６８０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、

「４，０１０円」を「４，０９０円」に、「４１０円」を「４２０円」に、「１

，３４０円」を「１，３６０円」に、「１，７５０円」を「１，７８０円」に、

「２，２６０円」を「２，３００円」に、「２，６７０円」を「２，７２０円」

に、「３，６００円」を「３，６７０円」に改める。 

 別表第３中「６２０円」を「６３０円」に改める。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第１から別表第

３までの規定は、令和元年１０月１日以後の使用に係る使用料等（生駒市生涯

学習施設等の使用料等に関する規則第１条に規定する使用料等をいう。以下同

じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例

による。 

 


